
発注案件名

契約金額

見積書徴収状況

随意契約理由書

　当該作業にあたり当該ビルの施工業者としてビル側の指定を受けていることから、会計法
第29条の3第4項に該当するため。

　会計法第２９条の３第４項

　住友不動産㈱ビル事業本部ファシリティ部（東京都新宿区西新宿二丁目４番１号）

　独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴う一部業務の都道府県労働局への移管に
対応するため、東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室を設置することとなったた
め。

東京労働局ハローワーク助成金事務セン
ター分室入居工事

要求部署名 東京労働局職業安定部

その他
特記事項

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

予定価格

予定価格 \19,619,847

１者（業者指定）

発注（契約）
内　　容

　東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室設置に伴い必要な入居工事

平成23年9月1日\17,524,500 契約年月日


